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   第 166回武蔵野市建築審査会会議要録 

 

１  日時  

  平成 27年 10月９日（金曜日） 午後２時30分から午後３時00分まで  

 

２  会場  

  武蔵野市役所 411会議室  

 

３  出席者 

 (1) 委員   ５人  

 (2) 特定行政庁 建築指導課長、同課建築確認担当課長、同課審査係員 

 (3) 事務局 まちづくり推進課長､同課課長補佐、同課主任 

 

４  公開の可否 

 公開（武蔵野市建築審査会条例第６条第１項の規定による） 

 

５  議題  

 同意議案 議案第５号 法第44条第１項第２号による許可の同意（道路内

建築物の許可） 

 

６  議事  

  【議案第５号について】 

（委   員）  この道路は一方通行でなく、対面通行なのか。 

（特定行政庁） 東側への一方通行になる。 

（委   員）  図面中に一方通行の表示がない。 

（特定行政庁） ロータリーから東側に抜ける一方通行の道路に入っ

てからのバス停となっている。 

（委   員）  他のバス停上屋とデザインはそろうのか。 

（特定行政庁） ほぼ同じ形になると思われる。広場のいちばん西側

（バス停上屋）の折れたような形状のものも同じ製

品をつなげて造っている。 

（特定行政庁） このバス停上屋の事業は市から補助金が出ている。

一定のデザインコントロールがなされていることは

聞いている。 

（委   員）  視覚障がい者用の誘導ブロックは、このバス停まで

で終わりか。 

（特定行政庁） バス停で終わる計画となっている。 
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（特定行政庁） バス停東側の北に延びる道路状のものは、建築基準

法の道路ではない。車は通行できる形態にはなって

いる。 

 

以上の審議の結果、同意とすることに決定した。 

 

 

 

 

作成者 武蔵野市建築審査会 書記  伊藤 聡  

 

 

 

 

   上記について、議事内容と相違ないことを認める。 

 

       武蔵野市建築審査会会長   和田  英治  

 

          同    委   員    伊東  健次  

 

          同    委   員    伊藤  達也  

 

          同    委   員    小石原  敏夫  

 

          同    委   員    吉川  徹  

 

 


